
平
成
二
十
年
十
一
月
五
日
提
出

質

問

第

一

九

〇

号

地
方
自
治
体
等
の
公
的
機
関
か
ら
の
要
請
に
対
す
る
外
務
省
の
対
応
並
び
に
要
請
書
の
保
管
等
に
関
す
る
質
問

主
意
書

提

出

者

鈴

木

宗

男
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地
方
自
治
体
等
の
公
的
機
関
か
ら
の
要
請
に
対
す
る
外
務
省
の
対
応
並
び
に
要
請
書
の
保
管
等
に
関
す
る
質
問

主
意
書

「
政
府
答
弁
書
」
（
内
閣
衆
質
一
六
九
第
五
六
五
号
）
を
踏
ま
え
、
以
下
質
問
す
る
。

一

一
般
に
、
外
務
省
が
地
方
自
治
体
等
の
公
的
機
関
か
ら
行
政
案
件
に
係
る
各
種
要
請
（
以
下
、
「
要
請
」
と
い
う
。
）
を

受
け
た
際
、
外
務
省
に
お
い
て
ど
の
様
な
対
応
が
と
ら
れ
る
の
か
説
明
さ
れ
た
い
。

二

外
務
省
は
「
要
請
」
に
対
し
て
、
真
摯
に
対
応
す
る
義
務
を
負
う
か
。

三

一
般
論
と
し
て
、
「
要
請
」
に
際
し
て
各
地
方
自
治
体
の
首
長
等
よ
り
そ
の
具
体
的
内
容
を
明
記
し
た
要
請
書
が
手
渡
さ

れ
る
こ
と
が
あ
る
と
思
料
す
る
が
、
外
務
省
に
お
い
て
「
要
請
」
を
受
け
る
際
に
要
請
書
が
手
渡
さ
れ
た
場
合
、
一
般
に
当

該
要
請
書
を
ど
の
程
度
の
期
間
保
存
す
る
こ
と
が
義
務
付
け
ら
れ
て
い
る
か
説
明
さ
れ
た
い
。

四

本
年
六
月
十
八
日
に
提
出
し
た
質
問
主
意
書
（
第
五
六
五
号
）
で
そ
の
写
し
を
添
付
し
た
、
一
九
九
四
年
十
一
月
七
日
、

当
時
の
大
矢
快
治
根
室
市
長
と
小
林
正
輔
根
室
商
工
会
議
所
会
頭
に
よ
り
当
時
の
野
村
一
成
外
務
省
欧
亜
局
長
、
八
木
毅
欧

亜
局
Ｎ
Ｉ
Ｓ
支
援
室
長
、
山
本
広
行
欧
亜
局
Ｎ
Ｉ
Ｓ
支
援
室
首
席
事
務
官
、
星
達
男
支
援
委
員
会
事
務
局
長
の
四
名
に
手
渡

さ
れ
た
、
「
北
方
四
島
緊
急
支
援
に
か
か
る
要
請
書
」
と
題
す
る
、
国
後
島
緊
急
避
難
所
兼
宿
泊
施
設
建
設
工
事
と
国
後
島

一



桟
橋
改
修
工
事
等
の
我
が
国
に
よ
る
北
方
領
土
人
道
支
援
に
つ
い
て
、
同
地
域
が
北
方
領
土
問
題
原
点
の
地
で
あ
る
こ
と
に

鑑
み
、
北
方
領
土
に
お
け
る
人
道
支
援
を
行
う
際
に
は
、
こ
れ
ら
根
室
管
内
市
町
に
配
慮
し
、
同
地
域
の
地
元
業
者
を
優
先

す
る
旨
の
要
請
書
（
以
下
、
「
要
請
書
」
と
い
う
。
）
に
つ
き
、
「
政
府
答
弁
書
」
で
は
「
お
尋
ね
に
つ
い
て
は
、
御
指
摘

の
時
期
か
ら
既
に
十
年
以
上
の
年
月
が
経
過
し
て
お
り
、
外
務
省
に
お
い
て
保
管
し
て
い
る
文
書
か
ら
は
、
御
指
摘
の
『
要

請
書
』
の
存
在
は
確
認
で
き
な
か
っ
た
」
と
の
答
弁
が
な
さ
れ
て
い
る
。
右
は
、
そ
も
そ
も
外
務
省
と
し
て
「
要
請
書
」
を

受
け
取
っ
た
か
否
か
、
ひ
い
て
は
「
要
請
書
」
に
あ
る
要
請
を
受
け
た
か
否
か
す
ら
、
現
在
定
か
で
は
な
い
と
い
う
こ
と

か
。

五

四
の
答
弁
で
い
う
「
外
務
省
に
お
い
て
保
管
し
て
い
る
文
書
」
と
は
具
体
的
に
ど
の
文
書
を
い
う
の
か
説
明
さ
れ
た
い
。

六

「
要
請
書
」
は
現
在
も
根
室
市
に
お
い
て
保
管
さ
れ
て
い
る
公
文
書
で
あ
る
の
に
、
そ
れ
を
外
務
省
が
持
っ
て
お
ら
ず
、

そ
も
そ
も
そ
の
様
な
要
請
を
受
け
た
か
ど
う
か
も
わ
か
ら
な
い
と
い
う
の
は
、
外
務
省
に
お
け
る
公
文
書
の
保
管
体
制
並
び

に
「
要
請
」
に
対
す
る
対
応
ぶ
り
が
極
め
て
杜
撰
で
あ
る
こ
と
を
示
す
の
で
は
な
い
か
。

右
質
問
す
る
。

二


